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(証券コード5008)
2021年６月８日

株　主　各　位

神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号

代表取締役社長　原　田　和　久

第148回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第148回定時株主総会を下記により開催いたしますの
で、ご通知申し上げます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏
まえまして、株主様の安全確保および感染拡大防止のため、株主様
には可能な限り書面またはインターネットによる議決権の事前行使
をお願いするとともに、株主総会にご来場される株主様におかれま
しては、マスク着用などの対策のご検討をお願い申し上げます。併
せて、当社の判断に基づき、株主総会会場において株主様の安全確
保および感染拡大防止のために必要な措置を講じる場合があります
ので、ご協力のほどお願い申し上げます。
　なお、議決権の事前行使にあたっては、お手数ながら後記の株主
総会参考書類をご検討くださいまして、３頁から４頁のご案内に従
って同封の議決権行使書用紙またはインターネットにより、2021年
６月23日（水曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますよ
うお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時 2021年６月24日（木曜日）午前10時

2. 場    所 神奈川県川崎市川崎区日進町１番地

　　川崎日航ホテル  11階「橘」

（末尾記載の案内図をご参照ください。）
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3．目的事項

報 告 事 項 1．第148期（自2020年４月１日至2021年３月31日）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人

および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第148期（自2020年４月１日至2021年３月31日）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

　　第１号議案 剰余金の配当の件

　　第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

　　第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

　　第４号議案 役員賞与の支給の件
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以　上

4．議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時  2021年 6 月24日（木曜日）午前10時

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼ら

ずにご投函ください。

行使期限  2021年 6 月23日（水曜日）午後 5 時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト（https://www.

web54.net）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権

行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って

賛否をご入力ください。

行使期限  2021年 6 月23日（水曜日）午後 5時入力完了分まで

① 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを

防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「パスワード」

の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。

② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」および「パスワード」をご通

知いたします。

③ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続

料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な

議決権行使として取り扱わせていただきます。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ

る議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1．添付書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、

インターネットの当社ウェブサイト（https://www.toaoil.co.jp）にお

いて、修正後の事項を掲載させていただきます。

2．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出くださいますようお願い申し上げます。
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https://www.web54.net

4

1

「次へすすむ」を
クリック

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「初期パスワード」
を入力

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使のご案内

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコン・スマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「議決権行使コード」および「パスワード」を入力するこ
となく議決権行使ウェブサイトにログインすることができ
ます。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場
合、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入
力いただく必要があります（パソコンから、議決権
行使ウェブサイトhttps://www.web54.netへ直接
アクセスして行使いただくことも可能です）。

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

見本見本
見本

010_0438501102106.indd   4010_0438501102106.indd   4 2021/05/24   23:30:102021/05/24   23:30:10



〆≠●0 
00_0438501102106.docx 
 5/25/2021 7:27:00 PM印刷 1/18 
 

― 5 ― 

(添付書類) 

事 業 報 告 
 

（ 
自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日 ） 
 
1．企業集団の現況に関する事項 
 
(1) 事業の経過およびその成果 
 

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的
流行の影響を受け、経済活動の停滞や個人消費の低迷が続く等、極めて厳しい
状況となりました。また、景気の先行きにつきましても、各種政策効果や海外
経済の改善により持ち直していくことが期待されるものの、感染症の再拡大に
よる国内外経済の下振れリスク等への懸念があり、不透明な状況が続いており
ます。 

 
石油業界においては、燃費改善などの構造的要因に加え、新型コロナウイル

ス感染症流行の影響による自動車、航空機向け燃料の需要減少により、石油製
品需要の減少が加速して進んでおります。また、政府よりカーボンニュートラ
ルに関する指針も発信されるなど、今後化石燃料への逆風が強まることが予想
され、需要減少に加えて二酸化炭素排出量削減やグリーンエネルギー化など、
脱炭素に向けた対応も求められております。 

原油価格については、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、ドバイ
原油で2020年４月に１バレルあたり24ドルから始まり、５月半ばまでは20ドル
前後を推移しました。その後、主要国の経済活動再開により価格は持ち直し基
調に転じ、６月以降は概ね40ドル前後で推移しました。11月以降は新型コロナ
ウイルスワクチン普及への期待やOPECプラスの減産対応合意等により上昇し、
2021年３月末には62ドルと新型コロナウイルス感染症流行前の水準に戻りまし
た。 

 
このような状況にあって、石油事業・電気事業を経営の柱にしている当社グ

ループは、石油事業においては、出光興産株式会社との受託精製契約のもとで
受託精製を行い、また、電気事業においては、出光興産株式会社との受託発電
契約ならびに東京電力エナジーパートナー株式会社との電力受給契約のもとで
電力供給を行ってまいりました。 

 
石油事業につきましては、年間を通して石油精製設備は概ね安定的な操業を

行いましたが、第１四半期から第２四半期にかけては、新型コロナウイルス感
染症の影響により、自動車、航空機燃料をはじめとした国内石油製品需要が急
激に減少したことにより、石油精製設備の稼働率を抑えるなどの生産調整を行
いました。第３四半期以降は石油製品需要が回復基調にあり、緩やかに生産量
が増加し、当連結会計年度の原油・原料油の処理量は3,908千kLとなりました。 
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当連結会計年度は、前連結会計年度の2019年12月24日に起こしました重質油

熱分解装置内での火災事故以降、石油精製設備を停止しておりましたが、2020

年４月に復旧工事を完工し、稼働を再開いたしました。 

石油事業の売上高は22,898百万円、営業利益は1,522百万円となりました。 

 

電気事業につきましては、年間を通して発電設備は概ね安定的な操業を行い

ましたが、第１四半期から第２四半期にかけては、新型コロナウイルス感染症

の影響により、石油精製設備の生産調整を行ったことで、石油精製の過程で発

生する副生ガスを燃料とする当社発電設備においても稼働率が低下することと

なりました。第３四半期以降は石油精製設備の稼働増加に合わせて発電量を増

加させ、2020年12月中旬から2021年１月にかけては、寒冷な気候条件が続いた

ことなどによる電力需給ひっ迫への対応として、当初計画を上回る水準での発

電を行いました。当連結会計年度の取引電力量は、1,268百万kWhとなりました。 

当連結会計年度は、前連結会計年度に石油事業にて発生した火災事故の影響

により発電設備を停止しておりましたが、2020年４月の石油精製設備の稼働再

開に合わせて発電設備においても稼働を再開いたしました。 

電気事業の売上高は6,186百万円、営業利益は1,211百万円となりました。 

 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高28,506百万円、営業利益2,733

百万円、経常利益2,699百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,962百万

円となりました。 

 

なお、当社は、2019年３月27日の第146回定時株主総会の決議により、事業年

度末日を従来の12月31日から３月31日に変更いたしました。 

これにより、前連結会計年度が2019年１月１日から2020年３月31日までの15

ヵ月となったため、当連結会計年度の事業報告においては業績に関する前期比

増減の記載を省略しておりますのでご了承くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

また、当社は、2020年12月16日に開始されました当社の親会社である出光興

産株式会社による当社株式に対する公開買付けにつきまして、当該公開買付け

を通じて出光興産株式会社の完全子会社となることで意思決定の迅速化を進め

ることによって、変化の激しい事業環境への柔軟な対応が可能となり、当社グ

ループの企業価値向上に資するとの考えから、当該公開買付けに賛同し、当該

公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を表明しておりましたが、当該公開買

付けは2021年２月15日に不成立となり終了しております。上記のとおり当該公

開買付けは不成立となったものの、当社は、従来と同様、当社グループの中長

期的な企業価値の向上ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 
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(2) 設備投資等の状況 
 
 ① 当連結会計年度中に完成した主要設備 

   該当事項はありません。 

 ② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充 

   該当事項はありません。 

 ③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失 

   該当事項はありません。 

 

(3) 資金調達の状況 
 

当社グループにおける当連結会計年度中の増資、新規の長期借入等はありま

せん。 

 
(4) 対処すべき課題 
 

今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症流行の影響により先行きが

見通せない状況にあります。石油業界においても、従来から続く構造的な国内

製品需要減少に加え、新型コロナウイルス感染症流行により、製品需要の減少

が加速しています。また、政府よりカーボンニュートラルに関する指針も発信

されるなど、製油所の相対競争力の確保に加え、脱炭素に向けた取り組みも求

められる環境にあるといえます。 

 

当社グループにおいては、経験に基づく技術と知識を持った熟練社員の多く

が定年を迎え、引き継ぐ社員が急激に若返るといった大規模な世代交代の時期

にあり、定期修理工事の周期延長による経験の機会の減少等、人材配置や技術

伝承についての課題が顕在化しております。 

また、多くの設備が建設から数十年経過しており、設備の老朽化に伴うメン

テナンスコスト増加に対し、石油製品の需要減少による設備稼働率減少の傾向

もみられており、これまで以上に生産効率向上やコスト管理が重要な状況にあ

ります。 

 

このような状況の中、当社グループは、製油所としての勝ち残りを果たすた

め､ ｢首都圏トップの効率/精製コストと設備信頼性を備え、社員のやりがいが

溢れ安全文化が根付いた会社｣ をありたい姿とし、｢安全｣「設備信頼性」｢効

率｣ ｢従業員満足度」の四項目について目標を設定し取り組むことで、首都圏へ

のエネルギー供給の一翼を担う石油精製・発電のエキスパートとして社会が求

めるエネルギーを提供してまいります。 
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 ① 安全 

製油所・発電所という危険物を取り扱う大規模で高度な設備の操業を行う

当社にとって、安全は経営の基盤であり、当社はHSSE（健康・安全・危機管

理・環境）の確保を経営理念の第一に掲げております。事故ゼロ・災害ゼ

ロ・環境トラブルゼロおよび品質事故ゼロの取り組みを継続するとともに、

従業員の若年化や世代交代を迎える中において、高い安全文化レベルを維持

するため、管理者・監督者がルール順守を自ら行動をもって示す ｢率先垂範｣ 

を合言葉に、一人ひとりが着実に安全への取り組みを実践できる基盤を強化

してまいります。 

新型コロナウイルス感染症の流行を受け、当社グループで働く従業員の健

康管理はより重要となっております。当社グループにてクラスター感染を発

生させないための労働環境整備をはじめ、健康経営の導入についても進めて

まいります。 

ステークホルダーの皆様から信頼され共感していただけるよう、コンプラ

イアンスを遵守し、倫理的に高いレベルの行動を実践してまいります。また､ 

当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、業務

執行者に対する監督機能の強化等コーポレート・ガバナンスの充実に取り組

んでまいります。 

 

 ② 設備信頼性 

当社グループの使命はエネルギーの安定供給であり、エネルギーを生産す

る設備の信頼性を高く維持することが社会から求められております。設備の

老朽化が進行する中、計画的で無駄のないメンテナンスを実施するとともに、

ITなどの最新技術を積極的に導入することで、生産の安定化や設備不具合の

早期発見に繋げ、設備の信頼性を向上してまいります。 

また、世代交代や経験の機会の減少等の課題に対しては、積極的な経験者

採用や将来を見据えた要員計画と教育計画の整備、間接部門によるサポート

体制の充実等に取り組むことで、技術力と設備信頼性の維持向上に繋げてま

いります。 

設備信頼性を向上させることで、当社の強みである「付加価値の高い設備

構成」と「一大需要地である京浜地区への立地」を最大限に活かし、安定し

たエネルギーを供給してまいります。 

 

 ③ 効率 

石油製品の需要減少など、競争が激化する環境において収益を拡大するた

め、設備投資による付加価値の向上だけでなく、省エネルギーや生産ロス低

減などの日々の操業における付加価値向上策の柔軟かつ迅速な実施、優先順

位を考慮したコスト管理の徹底を図ってまいります。 

また、収益効率のみでなく、適正な人員配置や先端技術の導入による業務

の自動化や日々の業務効率向上に対する取り組みも進めてまいります。 
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 ④ 従業員満足度 
｢首都圏トップの効率/精製コストと設備信頼性を備え安全文化が根付いた

会社｣ を実現するには、当社グループで働く全ての従業員が、やりがいを持
ってそれぞれの役割を果たすことが重要と捉えております。 

石油製品需要の減少やカーボンニュートラルに向けた対応など、環境の変
化に伴い様々な対応が求められる状況にあります。経営層から従業員への経
営に関する情報発信や意見交換の機会を増加することにより、一人ひとりが
当社グループで働くことの役割を認識し、安心感と納得感を高めて、風通し
の良い、持続的に発展する会社を目指してまいります。 

また、リモートワークの推進や人材流動化など、新しい働き方が世の中で
広まっていく中で、当社グループにおいても固定観念に捉われず、労働環境
の改善に取り組んでまいります。 

従業員満足度を向上させ、やりがいを持って業務に従事できる環境を整備
することで､「首都圏トップの効率/精製コストと設備信頼性を備え、社員の
やりがいが溢れ安全文化が根付いた会社」の実現に繋げてまいります｡  
 
なにとぞ、株主の皆様におかれましては、企業価値を高めるための当社グル

ープの取り組みに対して一層のご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い申
し上げます。 

 
(5) 財産および損益の状況の推移 
 

区    分 
2017年度 
第145期 

2018年度 
第146期 

2019年度 
第147期 

2020年度 
第148期 

(当連結会計年度) 

売 上 高 (百万円) 29,979 30,760 34,596 28,506 

経常利益 
または経
常 損 失 

(百万円) 3,147 4,169 △400 2,699 

親会社株主
に帰属する
当期純利益
または当期
純 損 失 

(百万円) 2,472 2,775 △1,421 1,962 

１株当たり当期純利益
ま た は 当 期 純 損 失

(円) 198.77 223.11 △114.28 157.74 

総 資 産 (百万円) 89,203 94,947 81,326 94,567 

純 資 産 (百万円) 29,365 28,667 26,706 28,221 
 
 (注) 1.  １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均の発行済株式の総数 

(自己株式数を控除) で除して算出しております。 
    2.  2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施し

ております。１株当たり当期純利益は当該株式併合が第145期期首に行
われたと仮定し、算定しております。 

    3.  第147期2019年３月27日の第146回定時株主総会の決議により、事業年度
末日を従来の12月31日から３月31日に変更したため、2019年１月１日か
ら2020年３月31日までの15ヵ月となっております。 
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(6) 重要な親会社および子会社の状況 
 
 ① 親会社の状況 

当社の親会社は出光興産株式会社であり、同社は当社株式を6,234千株（出
資比率50.1％）保有しております。 

当社は、出光興産株式会社との間で受託精製契約を締結しており、同社が
調達した原油および原料油を当社石油精製設備にて精製し、生産された石油
製品を同社へ供給しております。受託精製における当社の報酬は、市場価格
を基に算定した原油、原料油および石油製品の価格を基に、生産した石油製
品の価値と受け入れた原油および原料油の価値を評価し、その価値の差額か
ら当社の石油精製に係る費用を差し引いて算定される石油精製における付加
価値を当社と同社との間で配分するように定めております。報酬の配分にお
いては､ 原油価格の急激な変動等により、石油精製における付加価値が一時
的に大きくマイナスになるといったリスクを軽減するための仕組みを設けて
おります｡  

また、当社は同社との間で受託発電契約を締結しており、石油精製の過程
において発生する副生ガスを使用し当社発電設備にて発電した電力を同社へ
供給しております。受託発電による当社の報酬は、受託精製と同様に、電力
市場価格および石油市場価格を基に算定した電力および発電用燃料の価格を
基に、当社にて発電した電力の価値と使用した燃料の価値を評価し、その価
値の差額から、一定の稼働率を前提として計算した発電に係る費用を差し引
いて算定される発電における付加価値を同社との間で配分するように定めて
おります｡ 受託発電においても、電力市場価格の変動等により、発電におけ
る付加価値がマイナスになるといったリスクを軽減するための仕組みを設け
ております｡  

また、当社は同社との間で金融取引契約を締結し、当社の運転資金につい
ては、同社のグループファイナンスにより調達しております。 

当社が親会社とこれらの取引をするに当たっては、市場価格等の透明性の
ある価格を基に合理的な取引条件を決定しております。また、当社と親会社
が重要な契約を締結する際は、少数株主保護の観点から、取締役会で審議す
ることとしており、すでに締結している契約についても、定期的または必要
に応じて見直しをすることとしています。取締役会での審議過程において､ 
社外取締役を中心とした監査等委員が、当社と親会社との間の取引に係る取
引条件の公正性が確保されるよう監視しています。 

 
 ② 重要な子会社の状況 
 

会 社 名 資 本 金 
当 社 の 
出 資 比 率 

主要な事業内容 

東亜テックス株式会社 40百万円 100％ 当社の構内作業等の受託 

 
 ③ 特定完全子会社に関する事項 

該当事項はありません。 
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 ④ その他 
技術援助等の提携を行っている主な相手先は、米国：ExxonMobil Catalysts 

and Licensing, LLC、日本：日揮ユニバーサル株式会社ならびに出光興産株式会
社であります。 

 
(7) 主要な事業内容 
 

事 業 主 要 製 品 (事業内容) 

石 油 事 業 
出光興産株式会社との受託精製契約のもとで原油・原料油の受
託精製事業を行っております。 

電 気 事 業 
出光興産株式会社との受託発電契約、ならびに、東京電力エナ
ジーパートナー株式会社との電力受給契約のもとで電力供給事
業を行っております。 

 
 (注) 当社グループの事業内容から判断し、主要製品ではなく事業内容を記載し

ております。 
電気事業においては、東京電力エナジーパートナー株式会社との電力受給
契約が2021年３月31日にて契約満了を迎えたため、2021年４月１日以降は
出光興産株式会社との受託発電契約のもとで電力供給事業を行っておりま
す。 

 

(8) 主要な営業所および工場 
 

名 称 所 在 地 

当 社 本 社 神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号 

当 社 京 浜 製 油 所 神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号 

当 社 水 江 発 電 所 神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号 

 

 (9) 従業員の状況（2021年３月31日現在） 
 

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 

石 油 事 業 468名 18名増 

電 気 事 業 32 ２名増 

合     計 500 20名増 
 
 (注) 1. 従業員数は、就業人員数であり社外への出向者は含まず、受入出向者を

含んでおります。 
    2. 従業員数は、臨時雇員（パートタイマー）年間平均雇用人数（８時間換

算）16名を含んでおりません。 

 
(10)主要な借入先（2021年３月31日現在） 
 

借   入   先 借   入   額 

出 光 興 産 株 式 会 社 19,999 百万円 
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2．会社の株式に関する事項 
 
(1) 発行可能株式総数 30,000,000株  

 

(2) 発行済株式の総数 12,439,437株 （自己株式4,063株を除く｡) 

 

(3) 株主数 1,824名  

 
(4) 大株主（上位10名） 
 

株    主    名 持 株 数 持 株 比 率 

出 光 興 産 株 式 会 社 6,234千株 50.1％ 

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 3,393 27.3 

C O R N W A L L  M A S T E R  L P 400 3.2 

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 218 1.8 

株式会社日本カストディ銀行 (信託口４) 142 1.1 

S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社 126 1.0 

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 123 1.0 

G O L D M A N  S A C H S  ＆  C O .  R E G 115 0.9 

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 104 0.8 

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 100 0.8 
 
 (注) 1. 千株未満は切り捨てて表示しております。 
    2. 持株比率は自己株式（4,063株）を控除して計算しております。 

 
(5) その他株式に関する重要な事項 
 
  該当事項はありません。 

 

 

3．会社の新株予約権等に関する事項 
 
  該当事項はありません。 
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4．会社役員に関する事項 
 
(1) 取締役の氏名等（2021年３月31日現在） 
 

氏   名 地 位 お よ び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況 

原 田 和 久 取締役社長（代表取締役）  

白 木  郁 取締役副社長（ 代表取締役）  

枦  昭 彦 
取締役（京浜製油所・水江発電所

担当、京浜製油所長） 
 

宍 戸 康 行 
取締役（人事総務・経理財務・経

営企画・情報システム・
環境安全担当） 

 

前 澤 浩 士 取締役 
出光興産株式会社 
常務執行役員 

熊 坂 真 紀 取締役（監査等委員）  

木 村  滋 取締役（監査等委員） 
イーレックス株式会社 
社外取締役 

中 村  新 取締役（監査等委員） 
弁護士（銀座南法律事務
所） 

久 保 惠 一 取締役（監査等委員） 

公認会計士（公認会計士久
保惠一事務所） 
株式会社Success Holders 
社外取締役 

 
 (注) 1.  行動原則は社長が担当しております。また、監査倫理室は、社長の直轄

となっております。 
2. 取締役 木村 滋氏、中村 新氏および久保 惠一氏は、社外取締役で

あります。 
3. 取締役 木村 滋氏、中村 新氏および久保 惠一氏は、東京証券取引

所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役
員であります。 

4. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、監査
倫理室との密な連携を図るため、監査等委員の熊坂 真紀氏を常勤監査
等委員に選定しています。 

 
(2) 取締役の報酬等 
 
 ① 取締役の報酬等の総額等 
 

役員区分 
対象となる 
役員の員数 

（名） 

報酬等の種類別の額(百万円) 
報酬等の額 
（百万円） 

固定報酬 業績連動報酬 

月額報酬 賞与 

取締役（監査等委員を除く) 
(うち社外取締役) 

７ 
(―) 

73 
(―) 

６ 
(―) 

80 
(―) 

取締役（監査等委員) 
(うち社外取締役) 

４ 
(３) 

42 
(25) 

― 
(―) 

42 
(25) 

合 計 11 115 ６ 122 
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(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額
20,400千円は含まれておりません。 

2. 上記業績連動報酬は、2021年６月24日開催の第148回定時株主総会にお
いて決議予定の役員賞与であります。 

3. 上記取締役の支給人員・報酬等には、2020年６月23日開催の第147回定
時株主総会の終結の時をもって退任した取締役２名を含んでおります。 

4. 当社の社外役員が当社の親会社等ならびに親会社等の子会社等から受け
た役員としての報酬はありませんので記載を省略しております。 

 

 ② 業績連動報酬等に関する事項 

取締役（監査等委員である取締役を除く）の業績向上に対する意識を高め

ることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）に対して業績連動報酬等として賞与を支給しております。 

業績連動報酬の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結営業利

益、連結当期純利益、石油精製設備および発電設備の操業状況等の事業実績

であり、また、当該業績指標を選定した理由は事業年度における業績向上へ

の成果ならびに社会に求められるエネルギーの提供状況を客観的に測れる指

標であるためであります。 

業績連動報酬の算定方法は、当該業績指標と過去の支給実績を基に、国内

のエネルギー市場状況等の事業環境を踏まえ、総合的に勘案して算定してお

ります。 

なお、当事業年度を含む連結営業利益、連結当期純利益の推移は１．(5) 

財産および損益の状況の推移、当事業年度の石油精製設備および発電設備の

操業状況は１．(1) 事業の経過およびその成果に記載のとおりです。 

 

 ③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬の総額は、2016年３月28

日開催の第143回定時株主総会の決議により、年額192百万円以内（但し、使

用人兼務取締役の使用人分給与は含まない｡）と定めております。なお、決議

時の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は５名であります。ま

た、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬のみで構成

されており、その総額は2016年３月28日開催の第143回定時株主総会の決議に

より年額48百万円以内と定めております。なお、決議時の監査等委員である

取締役の員数は３名であります。また、2019年３月27日の第146回定時株主総

会の決議により、監査等委員である取締役の員数を４名へ増員しております

が、監査等委員である取締役の報酬の総額についての変更はございません。

月例報酬額の算定にあたっては、監査等委員会での協議を経て決定しており

ます。 
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 ④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針

という｡）を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセ

ンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、

個々の取締役の報酬の決定に際しては、担当領域の規模および責任に応じた

適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役（監査等委員を除く）

の報酬は、固定報酬としての基本報酬（金銭報酬)、業績連動報酬（金銭報酬）

により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬に関しては、

独立性の確保の観点から、基本報酬のみを支払うことと定めております。基

本報酬の個人別の報酬等の額は、業務執行取締役（監査等委員である取締役

を除く）については、月例の固定報酬とし、株主総会にて決議された報酬総

額の範囲内で役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従

業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して決定しており、監査等委員

である取締役については、固定報酬のみで構成され、株主総会にて決議され

た報酬の範囲内で、監査等委員会における業務の分担等を勘案して決定する

こととしており、業績連動報酬は、業務執行取締役（監査等委員である取締

役を除く）の事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標

を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益、連結当期純利益、石

油精製設備および発電設備の操業状況等の事業実績を基に、国内のエネルギ

ー市場状況等の事業環境を踏まえ、総合的に勘案して算出した支給額を役員

賞与として株主総会の決議により、業務執行取締役（監査等委員である取締

役を除く）の業務執行に対する責任の客観的評価を得ることで決定し、支給

がある場合は、毎年７月に支給することとしております。 

また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役

に対して決定方針の説明を行い、適切な助言を得た後に、2021年３月24日開

催の取締役会において決定方針を決議いたしました。 

 

 ⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項 

当事業年度においては、2020年６月23日開催の取締役会にて代表取締役 

原田 和久氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の

決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取

締役の担当業務における業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権

限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評

価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当

該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の決議に

先立ち独立社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得た後に、決議を

しております。決定方針についても独立社外取締役の適切な助言を得て決議

していることから、取締役会も当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の

内容が決定方針に沿うものであると判断しております。 
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(3) 社外役員に関する事項 
 
 ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係 

  該当事項はありません。 

 

 ② 当事業年度における主な活動状況 
 

区  分 氏  名 主 な 活 動 状 況 

社外取締役 
 
 
 
 
 

木 村  滋 
 
 
 
 
 

当事業年度において11回開催された取締役会
に、10回出席し、また、10回開催された監査
等委員会に10回出席しました。主に経営者と
しての豊富な経験と幅広い見識から、当社の
経営全般に関する助言、適切な意見の表明が
ありました。 

社外取締役 
 
 
 
 

中 村  新 
 
 
 
 

当事業年度において11回開催された取締役会
に、11回出席し、また、10回開催された監査
等委員会に10回出席しました。主に弁護士と
しての専門的見地から、当社経営上有用な指
摘、適切な意見の表明がありました。 

社外取締役 
 
 
 
 

久 保 惠 一 
 
 
 
 

当事業年度において11回開催された取締役会
に、11回出席し、また、10回開催された監査
等委員会に10回出席しました。主に公認会計
士としての専門的見地から、当社経営上有用
な指摘、適切な意見の表明がありました。 

 
 

(4) 責任限定契約の内容の概要 
 
  当社は非業務執行取締役５名（前澤 浩士氏、熊坂 真紀氏、木村 滋氏、

中村 新氏、久保 惠一氏）との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。 
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(5) 役員等賠償責任保険契約の概要等 
 
  当社は、取締役（監査等委員である取締役を含む）の全員を被保険者とす

る会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとな

る損害賠償金、争訟費用等の損害が填補されることとなります。なお、当該

保険契約の概要等は以下のとおりです。 
 
 ① 被保険者の範囲 

  当社役員、社外派遣役員および退任役員 

 

 ② 保険契約の内容の概要 

イ. 被保険者の実質的な保険等負担割合 

保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険

料負担はない。 

ロ. 填補の対象となる保険事故の概要 

特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任

を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず

ることのある損害について填補する。ただし、法令違反の行為であるこ

とを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がある。 

ハ. 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置 

保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害について

は填補の対象としないこととしている。 
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5．会計監査人の状況 
 
(1) 会計監査人の名称 
   有限責任監査法人トーマツ 

 
(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 
 
 報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,710千円 

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の 
利益の合計額 

34,710千円 

 
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく会計監査

人としての監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を区分して
おらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額
を記載しております。 

2. 監査等委員会は、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時
間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認
し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計
監査人の報酬等の額について会社法第399条第１項の同意の判断を行っ
ております。 

 
(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 
 

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解

任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員より、解任した

旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会におきまして報告いた

します。 

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を

勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提

出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会

は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。 
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6．会社の体制および方針 
 
(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制その他業務の適正を確保するための体制および当該
体制の運用状況の概要 

 
当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するため

の体制」について、以下のとおり取締役会において決議しており、本内容に沿

った整備を進めております。 

当連結会計年度におきましては、個人および組織のコンプライアンスに対す

る意識向上を図るため、社員研修およびWebラーニング等による教育を継続し、

コンプライアンス意識やITセキュリティ意識の浸透・高揚に努めました。 
 
1．取締役および従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 
 

① 取締役および従業員の法令順守と社会に対する責任の認識を明確にする

ため、行動原則および独占禁止法、公務員贈賄防止法その他主要な規制

法令に関連する規程を定め、順守に向けた取り組みを徹底する。 

② 取締役会は、すべてのステークホルダーに対する責任を果たすべく、法

令、定款および取締役会規程等の社内規程に則り、経営戦略等重要事項

について決定するとともに業務執行を監督する。また、監査等委員であ

る取締役（過半数は社外取締役（独立役員)）を選任して監査等委員会を

設置し、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス

の更なる充実を図る。 

③ 監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という｡）及び監査等委員

会は、内部統制の整備・運用状況を監査し、取締役（監査等委員を除く）

と定期的に情報及び意見の交換を行う。 

④ 行動原則担当役員、コンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置

し、部門横断的な法令順守体制の確立と統括を図る。 

⑤ HSSE（健康・安全・危機管理・環境）の確保に関する実施状況について、

内部監査を実施するとともに各種外部監査により実施状況の検証を行う。 

⑥ 監査部門である監査倫理室は代表取締役へ直接のレポートラインをもち、

各部門の業務執行の統制状況、内部統制システムの有効性に対する監査

を定期的に行うとともに、その結果とその後の改善状況を監査委員会に

報告する。 

⑦ 財務報告の適正性及び法令順守状況等について、各取締役（監査等委員

を除く）および各部室長から、定期的に確認書等の提出を求め、代表取

締役社長は財務報告に係る内部統制の評価、報告を行う。 
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⑧ 従業員が法令順守や社会に対する責任を果たす上で問題と感じる場合に、

これを相談できる内部通報制度（倫理ヘルプライン及び社外相談窓口) 

と代表取締役および行動原則担当取締役への直接相談制度（オープンド

アポリシー）を設け、これを周知する。また、その運用にあっては通報

を行った者の秘匿性の確保と不利益の防止に努めることを規程に定める。 

⑨ 社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関

係を持たず、これらの団体・個人への対応は人事総務部が所管し、警察

などの外部機関と密接に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。 

 

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
 

① 情報セキュリティおよび情報管理に関する規程を定め、その種類や重要

度に応じて適切に作成、保管、廃棄する。 

② 個人情報保護に関する規程を整備し、安全に保管・管理する。 

③ 情報開示に関する規程を整備し、適時かつ適切に情報を開示する体制を

構築する。 

 
 
3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 

① HSSE基本方針（健康・安全・危機管理・環境についての基本方針）を定

め、社長を委員長とするHSSE委員会のもとにHSSEに関する専門の委員会、

部会を置いて全社的な活動をし、管理体制を定期的に監査し、改善につ

なげる。 

② 当社グループを取り巻く様々な潜在的リスクについては、それらのリス

クを特定・分析しその特性に応じた対応策を講じるとともに、定期的に

その有効性について評価し、必要に応じて見直しを行う。 

③ 災害や事故等の不測の事態発生時においても重要な事業を継続させるた

めに、危機管理計画ならびに事業継続計画を定め、定期的に訓練と見直

しを行う。 

 

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 

① 迅速な意思決定が行えるよう、重畳的な階層を極力排除した組織とする

とともに、業務執行の重要事項については取締役会が決定する。 

② 取締役会・経営会議並びに各取締役（監査等委員を除く）の決裁権限を

明確に定め、機動的な意思決定が可能となるように、必要に応じて決裁

権限委譲の手続を行う。 

③ 重要な事項の決定に際しては、各部門の専門的見地からの意見を反映さ

せるために、各種委員会を組織して、取締役会、経営会議並びに各決裁

権限者の諮問に対する答申を行う。 

④ 中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的に検証し、

対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。 
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⑤ 経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達に資するため、情報セキュリティ

が確保されたIT環境を常に整備し、業務の効率化を図る。 

 
 
5．当社および子会社からなる企業集団の業務の適正性を確保するための体制 
 

① 当社グループは、当社の行動原則、HSSE基本方針（健康・安全・危機管

理・環境についての基本方針)、その他の重要な基本方針等の精神を共有

し、当社と共にこれらを実践する。 

② 子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ全体の

経営における適正かつ効率的な運営を図るため、子会社管理に係る「関

係会社管理規程」にこれを定める。 

③ 子会社の業務の適正性を確保するため、必要に応じて取締役および監査

役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社

の事前承認を必要とする。 

④ 子会社の管理責任部署を定めたうえで、管理責任部署は子会社を取り巻

く様々なリスクの特定および分析を行い、それらのリスクの特性に応じ

た対応策を子会社各社とともにマネジメントする。その状況については

適宜、経営会議へ報告することで、グループ全体におけるリスクを統括

する。 

⑤ 監査倫理室は子会社を定期的な監査の対象とし、子会社の業務執行の統

制状況、内部統制システムの有効性に関する監査を行うと共に、その結

果とその後の改善状況を監査委員会に報告する。 

⑥ 子会社等の責任者に対し、財務報告の適正性及び法令順守等に係る諸施

策の実施状況について定期的に確認書の提出を求め、その実効性を確認

するとともに、定期的な見直しを行う。また、監査倫理室並びに監査等

委員による業務監査によって、実施状況の検証を行う。 

⑦ 子会社の従業員が法令順守や社会に対する責任を果たす上で問題と感じ

る場合には、親会社である当社の内部通報制度（倫理ヘルプライン及び

社外相談窓口）を利用できる。 

 

6．監査等委員がその職務を補助すべき従業員を求めた場合における当該従業

員に関する事項 
 

① 必要に応じ、監査等委員の職務を補助する従業員を配置する。 

② 前項の従業員の人数、人選等については監査等委員との間で協議のうえ

決定する。 

 

7．前号の従業員の取締役（監査等委員を除く）からの独立性および監査等委

員の当該従業員に対する指示の実効性確保に関する事項 
 

① 監査等委員の職務を補助する従業員は、監査等委員の指揮・命令に服す

る。人事異動、処遇の変更については監査等委員会の同意を要するもの

とする。 
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8．取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制その他監査等委員

への報告に関する体制 
 

① 当社および子会社の役員および従業員、またはこれらの者から報告を受

けた者は、当社監査等委員から業務執行について報告を求められた場合、

または当社グループ経営に著しく影響を及ぼす重要事項やコンプライア

ンス違反等の事実が生じた場合には、定められた諸規程に則り、速やか

に当社監査等委員に報告するものとする。 

② 前号の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不

利な取り扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底する。 

③ 当社監査等委員と子会社の監査役は定期的に情報交換会を開催し、当社

グループ全体の監査の充実を図る。 

④ 内部通報制度の通報状況について、通報を行った者の秘匿性を確保した

うえで定期的に監査等委員へ報告を行う。 

 

9．監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に係わる方針に関す

る事項 
 

① 監査等委員の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、一定額

の予算を設ける。監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を

請求したときは、請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執

行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務

を処理する。 

 

10.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 

① 監査等委員は業務執行状況を把握するため、必要に応じ重要な会議に出

席できる。また、議事録が作成された場合は、その事務局はこれを監査

等委員会に送付する。 

② 監査倫理室または会計監査人の行う監査の結果とその改善状況は、監査

等委員及び監査等委員会にも報告されるものとし、監査等委員、監査等

委員会、及び監査倫理室は会計監査人との間で定期的な情報交換を行う。 

 
(2) 株式会社の支配に関する基本方針 
 

当社は、出光興産グループのエネルギー安定供給の一翼を担う石油精製会社

であり、同グループ各社との連携を一層強化し、事業の持続的発展を図ります。 

 

(3) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針 
 

該当事項はありません。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 

（2021年３月31日現在） 
 

資 産 の 部  負 債 の 部 

 百万円   百万円 

流 動 資 産 

現金及び預金 

売 掛 金 

た な 卸 資 産 

立替揮発油税等 

そ の 他 

 

固 定 資 産 

有形固定資産 

建 物 

構 築 物 

機械及び装置 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

 

無形固定資産 

 

投資その他の資産 

投資有価証券 

退職給付に係る資産 

繰延税金資産 

そ の 他 

39,842 

460 

2,977 

4,713 

29,292 

2,398 

 

54,724 

48,921 

3,776 

5,953 

16,697 

19,943 

295 

2,254 

 

383 

 

5,420 

1,182 

142 

3,908 

186 

 

流 動 負 債 
買 掛 金 
短 期 借 入 金 
未払消費税等 
未払揮発油税等 
賞 与 引 当 金 
役員賞与引当金 
資産除去債務 
そ の 他 

 
固 定 負 債 

長 期 未 払 金 
特別修繕引当金 
定期修繕引当金 
退職給付に係る負債 
資産除去債務 
そ の 他 

 

56,849 
215 

19,999 
6,309 

26,629 
480 
9 
13 

3,191 
 

9,496 
81 

2,863 
4,257 
1,914 
184 
195 

 負 債 合 計 66,346 

 純 資 産 の 部 

  百万円 

 

株 主 資 本 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 

 
その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 
退職給付に係る調整累計額 

28,261 
8,415 
4,323 

15,530 
△ 7 

 
△ 39 

82 
△ 122 

 純 資 産 合 計 28,221 

資 産 合 計 94,567  負債及び純資産合計 94,567 

 
 (注) 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 
 

( 自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日 ) 
 

 百万円 百万円 

売 上 高  28,506 

売 上 原 価  24,312 

売 上 総 利 益  4,194 

販売費及び一般管理費  1,461 

営 業 利 益  2,733 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8  

受 取 賃 貸 料 48  

受 取 保 証 料 27  

そ の 他 14 98 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 86  

有 形 固 定 資 産 処 分 損 11  

基 地 利 用 料 19  

そ の 他 15 132 

経 常 利 益  2,699 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 62  

違 約 金 収 入 156 218 

特 別 損 失   

火 災 損 失 129 129 

税金等調整前当期純利益  2,789 

法人税、住民税及び事業税 587  

法 人 税 等 調 整 額 239 826 

当 期 純 利 益  1,962 

親会社株主に帰属する当期純利益  1,962 
 
 (注) 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書 
 

( 自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日 ) 
  

 
株   主   資   本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

2020年４月１日残高 
百万円 

8,415 
百万円 

4,323 
百万円 

14,190 
百万円 
△ 5 

百万円 
26,922 

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当   △ 621  △ 621 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

  1,962  1,962 

自 己 株 式 の 取 得    △ 1 △ 1 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

     

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 1,340 △ 1 1,338 

2021年３月31日残高 8,415 4,323 15,530 △ 7 28,261 

 

 

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 

退職給付に係る 
調 整 累 計 額 

その他の包括利益 
累 計 額 合 計 

2020年４月１日残高 
百万円 
78 

百万円 
△ 293 

百万円 
△ 215 

百万円 
26,706 

連結会計年度中の変動額     

剰 余 金 の 配 当    △ 621 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

   1,962 

自 己 株 式 の 取 得    △ 1 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

4 171 175 175 

連結会計年度中の変動額合計 4 171 175 1,514 

2021年３月31日残高 82 △ 122 △ 39 28,221 
 
 (注) 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。 
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連結注記表 
 
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 
 
 (1) 連結の範囲に関する事項 

  ① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

     連結子会社の数  １社 

     連結子会社の名称 

      東亜テックス株式会社 

 

 (2) 持分法の適用に関する事項 

  ① 持分法を適用しない関連会社の名称 

     扇島石油基地株式会社 

  ② 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金 

(持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用から除外しております。 

 

 (3) 会計方針に関する事項 

  ① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   (ⅰ)有価証券 

    (イ)子会社株式及び関連会社株式 

      移動平均法による原価法を採用しております。 

    (ロ)その他有価証券 

      時価のあるもの … 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。 

      時価のないもの … 移動平均法による原価法を採用しております。 

   (ⅱ)たな卸資産 

原材料及び貯蔵品は移動平均法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）を採用しております。 

  ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   (ⅰ)有形固定資産 

定額法を採用しております。 

   (ⅱ)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、当社グループ利用のソフトウエアについては、当社グループ内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 
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  ③ 重要な引当金の計上基準 

   (ⅰ)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。 

なお、当連結会計年度末においては、過去の貸倒実績及び回収不能と

見込まれる債権残高がないため、計上しておりません。 

   (ⅱ)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

   (ⅲ)役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。 

   (ⅳ)特別修繕引当金 

消防法により定期開放点検が義務づけられた油槽に係る点検修繕費用

の支出に備えるため、支出実績に基づき開放点検修繕費用を見積り、

当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上してお

ります。 

   (ⅴ)定期修繕引当金 

機械装置に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出実績に基づき

定期修繕費用を見積り、当連結会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

  ④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

   (ⅰ)退職給付に係る負債の計上基準 

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控

除した額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（13年）による定額法により費用処理しております。 

未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額については、

税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退

職給付に係る調整累計額に計上しております。 

   (ⅱ)消費税等の会計処理方法 

      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 



〆≠●0 
01_0438501102106.docx 
 5/25/2021 4:33:00 PM印刷 6/23 
 

― 28 ― 

2. 表示方法の変更に関する注記 
 
 (1) 会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用 

｢会計上の見積りの開示に関する会計基準｣（企業会計基準第31号 2020年

３月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、会

計上の見積りに関する注記を記載しております。 

 

3. 会計上の見積りに関する注記 
 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項

目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があ

るものは、次のとおりです。 
 
 (1) 定期修繕引当金 

 ① 連結計算書類に計上した金額 4,257百万円

  ② 見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

機械装置に係る定期修繕工事及び定期点検工事の支出に備えるため、将

来の発生費用を見積計上しているものです。定期修繕工事及び定期点検

工事には、法定の検査及び事前に計画された修繕・点検工事である計画

工事と、設備を停止して点検することによって必要性が識別される発見

工事が含まれます。計画工事は、支出実績や法定検査項目等を踏まえて

将来発生見込額を見積っております。発見工事は、支出実績とその発生

原因を分析した結果を踏まえて見積っております。想定以上の発見工事

の発生や工事の緊急手配による工事単価の増加等により、見積りと実績

に大きな乖離が生じた場合は、定期修繕工事及び定期点検工事実施年度

において追加的に修繕費が発生する可能性があります。 

 

 (2) 特別修繕引当金 

 ① 連結計算書類に計上した金額 2,863百万円

  ② 見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

消防法により定期開放点検が義務づけられた油槽に係る点検修繕費用の

支出に備えるため、将来の発生費用を見積計上しているものです。将来

の開放点検修繕費用は支出実績等を踏まえて見積っておりますが、見積

りと実績に大きな乖離が生じた場合は、定期開放点検実施時に追加的に

修繕費が発生する可能性があります。 
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4. 連結貸借対照表に関する注記 
 
 (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 
 

種 類 

担保に供している資産 担保に係る債務の金額 

期末帳簿価額 
（百万円） 

担 保 種 類 内 容 
期 末 残 高 
（百万円） 

土 地 13,884 抵当権 揮発油税延納保証 14,182 

 

 (2) 資産に係る減価償却累計額 

    有形固定資産の減価償却累計額 226,651百万円

 

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記 
 
 (1) 発行済株式の総数 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式 (株) 12,443,500 ― ― 12,443,500 

 

 (2) 剰余金の配当に関する事項 

2020年６月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しておりま

す。 

 配当金の総額 621百万円 

 配当の原資 利益剰余金 

 １株当たり配当額 50円 

 基準日 2020年３月31日 

 効力発生日 2020年６月24日 

2021年６月24日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予

定であります。 

 配当金の総額 497百万円 

 配当の原資 利益剰余金 

 １株当たり配当額 40円 

 基準日 2021年３月31日 

 効力発生日 2021年６月25日 
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6. 金融商品に関する注記 
 
 (1) 金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、主に石油事業、及び電気事業を行うための設備投資計画

に照らして必要な資金を調達しております。一時的な余資は、短期的な預

金等で運用し、短期的な運転資金は親会社からのグループファイナンス等

により調達しております。 

売掛金及び未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、短期

的に決済される取引条件となっております。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、時価のあ

る上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。 

買掛金、未払金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

借入金は、主に設備投資資金及び運転資金の調達を目的としたものであり

ます。 
 
 (2) 金融商品の時価等に関する事項 

2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。 
(単位：百万円) 

 
 

連結貸借対照表 
計上額(*) 

時 価(*) 差 額 

① 立替揮発油税等 29,292 29,292 ― 

② 短期借入金 (19,999) (19,999) ― 

③ 未払費用 (2,102) (2,102) ― 

④ 未払揮発油税等 (26,629) (26,629) ― 
 
 (*) 負債に記載されているものについては､（ ）で示しております。 
 

（注） 金融商品の時価の算定方法に関する事項 
① 立替揮発油税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。 

② 短期借入金、③ 未払費用、並びに④ 未払揮発油税等 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。 

 

7. １株当たり情報に関する注記 

 
  １株当たり純資産額 2,268.70円

  １株当たり当期純利益 157.74円
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貸 借 対 照 表 
 

（2021年３月31日現在） 
 

資 産 の 部  負 債 の 部 

 百万円   百万円 

流 動 資 産 

現金及び預金 

売 掛 金 

原材料及び貯蔵品 

前 渡 金 

前 払 費 用 

関係会社短期貸付金 

未 収 入 金 

立替揮発油税等 

そ の 他 

 

固 定 資 産 

有形固定資産 

建 物 

構 築 物 

油 槽 

機械及び装置 

車 両 運 搬 具 

工具、器具及び備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

 

無形固定資産 

ソフトウェア 

そ の 他 

 

投資その他の資産 

投資有価証券 

関係会社株式 

長期前払費用 

前払年金費用 

繰延税金資産 

そ の 他 

39,400 

20 

2,974 

4,713 

187 

307 

130 

384 

29,292 

1,389 

 

54,815 

48,853 

3,776 

5,953 

1,729 

16,697 

30 

427 

19,943 

295 

 

380 

375 

5 

 

5,580 

682 

540 

80 

344 

3,829 

104 

 

流 動 負 債 
買 掛 金 
短 期 借 入 金 
未 払 金 
未 払 費 用 
未払法人税等 
未払消費税等 
未払揮発油税等 
賞 与 引 当 金 
役員賞与引当金 
資産除去債務 
そ の 他 

 
固 定 負 債 

長 期 未 払 金 
退職給付引当金 
特別修繕引当金 
定期修繕引当金
資産除去債務 
そ の 他 

56,853 
136 

19,999 
272 

2,227 
750 

6,301 
26,629 

455 
9 
13 
58 
 

9,478 
81 

1,895 
2,863 
4,257 
184 
195 

 負 債 合 計 66,331 

 純 資 産 の 部 

  百万円 

 

株 主 資 本 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 
繰越利益剰余金 

自 己 株 式 
評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 

27,801 
8,415 
4,687 
4,687 

14,706 
499 

14,206 
638 

13,567 
△ 7 

82 
82 

 純 資 産 合 計 27,883 

資 産 合 計 94,215  負債及び純資産合計 94,215 

 
 (注) 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 
 

( 自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日 ) 
 

 百万円 百万円 

売 上 高  28,470 

売 上 原 価  24,330 

売 上 総 利 益  4,140 

販売費及び一般管理費  1,419 

営 業 利 益  2,721 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8  

受 取 賃 貸 料 48  

受 取 保 証 料 27  

そ の 他 14 98 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 86  

有 形 固 定 資 産 処 分 損 8  

基 地 利 用 料 19  

そ の 他 15 129 

経 常 利 益  2,689 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 58  

違 約 金 収 入 156 214 

特 別 損 失   

火 災 損 失 129 129 

税 引 前 当 期 純 利 益  2,775 

法人税、住民税及び事業税 587  

法 人 税 等 調 整 額 234 821 

当 期 純 利 益  1,953 
 
 (注) 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 
 

( 自 2020年４月１日 

至 2021年３月31日 ) 
 

 

株   主   資   本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資 本 
準 備 金 

資 本 
剰 余 金 
合 計 

利 益 
準 備 金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 
合 計 固 定 資 産 

圧縮積立金 
繰越利益 
剰 余 金 

2020年４月１日残高 
百万円 

8,415 
百万円 

4,687 
百万円 

4,687 
百万円 
499 

百万円 
733 

百万円 
12,140 

百万円 
13,374 

事業年度中の変動額        

剰 余 金 の 配 当      △ 621 △ 621 

固定資産圧縮積立金の積立       ― 

固定資産圧縮積立金の取崩     △ 95 95 ― 

当 期 純 利 益      1,953 1,953 

自 己 株 式 の 取 得        

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) 

       

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △ 95 1,427 1,331 

2021年３月31日残高 8,415 4,687 4,687 499 638 13,567 14,706 
  

 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自 己 株 式 株主資本合計 

その他有価証
券評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

2020年４月１日残高 
百万円 
△ 5 

百万円 
26,470 

百万円 
78 

百万円 
78 

百万円 
26,549 

事業年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当  △ 621   △ 621 

固定資産圧縮積立金の積立  ―   ― 

固定資産圧縮積立金の取崩  ―   ― 

当 期 純 利 益  1,953   1,953 

自 己 株 式 の 取 得 △ 1 △ 1   △ 1 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) 

  4 4 4 

事業年度中の変動額合計 △ 1 1,330 4 4 1,334 

2021年３月31日残高 △ 7 27,801 82 82 27,883 
 
 (注) 百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 
 (1) 資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

   (ⅰ)子会社株式及び関連会社株式 

      移動平均法による原価法を採用しております。 

   (ⅱ)その他有価証券 

      時価のあるもの … 当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。 

      時価のないもの … 移動平均法による原価法を採用しております。 

  ② たな卸資産 

原材料及び貯蔵品は移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）を採用しております。 

 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

定額法を採用しております。 

  ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

 

 (3) 引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

なお、当事業年度末においては、過去の貸倒実績及び回収不能と見込ま

れる債権残高がないため、計上しておりません。 

  ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

  ③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。 
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  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退

職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（13年）による定額法により費用処理しております。 

  ⑤ 特別修繕引当金 

消防法により定期開放点検が義務づけられた油槽に係る点検修繕費用の

支出に備えるため、支出実績に基づき開放点検修繕費用を見積り、当事

業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

  ⑥ 定期修繕引当金 

機械装置に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出実績に基づき定

期修繕費用を見積り、当事業年度末において発生していると認められる

額を計上しております。 

 

 (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理方法 

     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

2. 表示方法の変更に関する注記 
 
 (1) 会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用 

｢会計上の見積りの開示に関する会計基準｣（企業会計基準第31号 2020年

３月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、会計上の見

積りに関する注記を記載しております。 

 

3. 会計上の見積りに関する注記 
 
  会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であ

って、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次

のとおりです。連結注記表と同一である情報は、注記を省略しております。 
 
 (1) 定期修繕引当金 4,257百万円
 
 (2) 特別修繕引当金 2,863百万円
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4. 貸借対照表に関する注記 
 
 (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 
 

種 類 
担保に供している資産 担保に係る債務の金額 

期末帳簿価額 
（百万円） 

担 保 種 類 内 容 
期 末 残 高 
（百万円） 

土 地 13,884 抵当権 揮発油税延納保証 14,182 

 

 (2) 資産に係る減価償却累計額 

    有形固定資産の減価償却累計額 226,512百万円

 

 (3) 関係会社に対する金銭債権・債務 

    短期金銭債権 32,424百万円

    短期金銭債務 20,481百万円

    長期金銭債務 81百万円

 

5. 損益計算書に関する注記 
 
 (1) 関係会社との取引高 

 営業取引による取引高 

  売上高 26,319百万円

  営業費用 2,791百万円

 営業取引以外の取引高 276百万円

 

6. 株主資本等変動計算書に関する注記 
 
 (1) 当事業年度末日における自己株式の数 
 

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末 

普通株式（株) 3,514 549 ― 4,063 

 



〆≠●0 
01_0438501102106.docx 
 5/25/2021 4:33:00 PM印刷 15/23 
 

― 37 ― 

7. 税効果会計に関する注記 
 
 (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 
 繰延税金資産 

 繰越欠損金 1,343百万円

 未払事業税 70百万円

 未払事業所税 7百万円

 賞与引当金 139百万円

 特別修繕引当金 875百万円

 退職給付引当金 474百万円

 定期修繕引当金 1,301百万円

 長期保守契約費用 193百万円

 その他 261百万円

 繰延税金資産 小計 4,668百万円

 評価性引当額 △91百万円

 繰延税金資産 計 4,577百万円

  

 繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △36百万円

 固定資産圧縮積立金 △288百万円

 受取保険金 △422百万円

 繰延税金負債 計 △747百万円

 繰延税金資産の純額 3,829百万円
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8.  関連当事者との取引に関する注記 
 
 (1) 親会社及び主要株主（会社等に限る）等 
 

種 類 会社等の名称 

議決権等 
の 所 有 
（被所有） 
割  合 

関連当事者 
との関係 

取 引 の 内 容 
取引金額 
(百万円) 

科   目 
期末残高 
(百万円) 

親会社 出光興産㈱ 
被所有 
直接50.15％ 

石油精製受託 
電力供給受託 
電力受給 
資金の借入 

受託精製料(1) 22,863 売掛金 2,775 

受託発電料(2) 3,456 買掛金 136 

電力購買(3) 1,477 未払費用 18 

賃借料(4) 294 
立替揮発油税
等 

29,292 

揮発油税等(5) 95,033 短期借入金 19,999 

資金の借入(6) △5,400   

支払利息(6) 86   

 

 (2) 子会社及び関連会社 
 

種 類 会社等の名称 

議決権等 
の 所 有 
（被所有） 
割  合 

関連当事者 
との関係 

取 引 の 内 容 
取引金額 
(百万円) 

科   目 
期末残高 
(百万円) 

関連会社 扇島石油基地㈱ 
所有 
直接50％ 

資金の貸付 

基地利用料(7) 19 未払費用 1 

資金の貸付(8) ― 短期貸付金 130 

受取利息(8) 1 未収利息 ― 

施設撤去費用(9) ― 長期未払金 81 
 
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 当社と出光興産㈱とは石油精製の受委託契約を締結しており、受託料は市場価格等を勘

案して協議し、合理的に決定しております。 

(2) 当社と出光興産㈱とは発電の受委託契約を締結しており、受託料は市場価格等を勘案し

て協議し、合理的に決定しております。 

(3) 当社は、出光興産㈱より東京電力エナジーパートナー㈱向けの電気を仕入れ、取引価格

は発電用燃料費用を勘案の上、契約に基づいて決定しております。 

(4) 当社と出光興産㈱とは設備を賃借する賃貸借契約を締結しており、賃借料は減価償却費

及びその他経費等を勘案して年度協議により決定しております。 

(5) 立替揮発油税等については、当社より出荷し、出光興産㈱が販売している石油製品に係

る税金の立替であり、揮発油税法に定める支払条件と同様であります。 

(6) 出光興産㈱の運営するCMS（キャッシュ・マネージメント・サービス）に参加して、資金

の貸借取引を行っております。取引金利については、市場金利を勘案して合理的に決定

しております。 

(7) 当社は、出資比率に応じた設備の利用権を保有しており、利用料は租税公課及びその他

経費等を勘案して年度協議により決定しております。 

(8) 貸付金に対する受取利息については、市場金利を勘案し合理的に決定しております。 

(9) 施設撤去費用の積算額に基づき、出資比率に応じて決定しております。 

 

 上記金額のうち、出光興産㈱の取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで

表示しております。 

 扇島石油基地㈱の取引金額及び期末残高には消費税等を含まず表示しております。 
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9. １株当たり情報に関する注記 
 
  １株当たり純資産額 2,241.58円

  １株当たり当期純利益 157.05円
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
2021年５月10日 

 
東亜石油株式会社 
 
 取 締 役 会 御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 
 

東京事務所 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  山本  大 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  高島  稔 ㊞
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東亜石油株式会社
の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、東亜石油株式会社及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は､「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。 
 
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。 
 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。 
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連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな
い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算
書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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会計監査人監査報告書謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

2021年５月10日 
 

東亜石油株式会社 
 
 取 締 役 会 御中 
 

有限責任監査法人トーマツ 
 

東京事務所 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  山本  大 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  高島  稔 ㊞
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東亜石油株
式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第148期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という｡）について監査
を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は､「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
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 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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監査等委員会監査報告書謄本 
  

監 査 報 告 書 
 

 当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第148期事
業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及
び結果につき以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査の方法及びその内容 

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる
事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。 
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等規則に準拠し、当期の監

査方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、オンライン会議ツール等も活用
しながら取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意
した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他に
おける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視 及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。 
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２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。 
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。 
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。 

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引を
するに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取
引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当
であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当
であると認めます。 

 
 2021年５月11日 
 

東亜石油株式会社 監査等委員会 

監査等委員 熊坂  真紀 ㊞
監査等委員 木村   滋 ㊞
監査等委員 中村   新 ㊞
監査等委員 久保  惠一 ㊞

 
(注) 監査等委員 木村 滋、中村 新及び久保 惠一は、会社法第２条第

15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。 
 

 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

 

  第１号議案 剰余金の配当の件 

当社は株主の皆様に対し安定的に配当を継続することを基本方針として

おります。 

継続的かつ安定的な配当を実施するという観点から、当期の期末配当に

つきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。 

  1. 期末配当に関する事項 

   (1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 

      当社普通株式１株につき金40円 総額497,577,480円 

   (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 

      2021年６月25日 
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  第２号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く｡）５名選任の件 

取締役全員（監査等委員である取締役を除く）(５名）は、本総会終結の

時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするもの

であります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者

番 号 

氏  名 

(生年月日) 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する 
当社株式 
の数 

１ 

はら だ かず ひさ

原 田 和 久 
 

(1961年７月19日生) 

1984年４月 出光興産株式会社入社 

2008年７月 同社北海道製油所副所長 

2011年４月 同社経営企画部構造改革統括マネ

ジャー 

2012年４月 同社経営企画部経営戦略室長 

2014年４月 同社執行役員人事部長 

2017年６月 同社上席執行役員総務・人事担当 

(兼) 人事部長 

2019年４月 同社上席執行役員人事一部長 

2020年４月 同社上席執行役員人事部長 

2020年６月 当社代表取締役社長（現職） 

 

(選任理由） 

出光興産株式会社における経営企画部戦略室

長、人事部長を歴任するなど豊富な経験に基づ

く優れた経営判断能力を有しており、当社の取

締役として引き続き適切に遂行していただける

ものと判断しております。 

553株 

２ 

しら き かおる

白 木  郁 
 

(1958年３月24日生) 

1981年４月 昭和石油株式会社入社 

2002年６月 昭和シェル石油株式会社東京エリ

アサービスマネジャー 

2005年４月 同社東北エリアマネジャー 

2007年９月 同社関東支店長 

2009年３月 同社執行役員 

2011年３月 当社取締役 

2016年３月 当社常務取締役 

2019年３月 当社代表取締役副社長（現職） 

 

(選任理由) 

当社常務取締役、代表取締役副社長を歴任する

など豊富な業務経験と経営全般に関する知見を

もとに当社の取締役として引き続き適切に遂行

していただけるものと判断しております。 

8,084株 
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候補者

番 号 

氏  名 

(生年月日) 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する 
当社株式 
の数 

３ 

はし  あき ひこ 

枦  昭 彦 
 

(1960年12月14日生) 

1984年４月 昭和石油株式会社入社 
2009年４月 当社京浜製油所製造管理部副部長 
2011年10月 当社京浜製油所管理部長 
2016年３月 当社取締役京浜製油所長（現職） 
 
(選任理由) 
当社京浜製油所長を務めるなど豊富な業務経験
と高度な専門知識をもとに当社の取締役として
引き続き適切に遂行していただけるものと判断
しております。 

2,677株 

４ 

しし ど やす ゆき

宍 戸 康 行 
 

(1967年１月23日生) 

1992年４月 当社入社 
2009年９月 当社経営企画室長 
2016年３月 当社経営企画室長 兼 経理財務部

長 
2019年３月 当社取締役（現職） 
 
(選任理由) 
当社本社部門における人事総務・経理財務・経
営企画・情報システム・環境安全部門などを統
括するなど豊富な業務経験と経営全般に関する
知見をもとに当社の取締役として引き続き適切
に遂行していただけるものと判断しておりま
す。 

2,399株 

５ 

さわ  まさ ひこ 

澤  正 彦 
 

(1962年７月11日生) 

1990年４月 出光興産株式会社入社 
2013年４月 同社ガス事業室次長 
2017年６月 同社生産技術センター長 
2019年４月 同社執行役員北海道製油所長 (現

職) 
 
(選任理由) 
出光興産株式会社における生産技術センター
長、製油所長を歴任するなど豊富な業務経験と
高度な専門知識をもとに実践的・多角的な視点
から当社への助言をいただけると判断し、取締
役の候補者としました。 

0株 

 
 (注) 1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、事
業報告「4.(1)取締役の氏名等｣（13頁）に記載のとおりであります。 

3. 各候補者の過去10年間および現在の当社親会社である出光興産株式会社
における業務執行者としての地位および担当については、略歴、地位、
担当および重要な兼職の状況に記載のとおりであります。 

4. 取締役候補者 澤 正彦氏が取締役に選任された場合には、会社法第427
条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任
限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令の定める額であります。 

5. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者
となり、2022年４月に当該保険契約を更新する予定であります。なお、
当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4.（5）役員等賠償責任保険
契約の概要等」(17頁）に記載のとおりであります。 

6. 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2021年３月31日）現在の
株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を
含めて記載しております。 
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  第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 

監査等委員である取締役 熊坂 真紀氏は、本総会終結の時をもって辞任

されますので、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであ

ります。 

なお、本監査等委員である取締役候補者は、監査等委員である取締役 熊

坂 真紀氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当

社定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期満了の時ま

でとなります。 

また、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。 

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 
 

氏  名 

（生年月日） 
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

所有する 
当社株式 
の数 

お がわ そう いち 

小 川 宗 一 
 

(1961年７月10日生) 

1985年４月 当社入社 
2013年４月 当社京浜製油所管理部副部長 
2015年２月 当社京浜製油所環境安全部長 
2017年10月 東亜テックス株式会社代表取締役社長 

(現職） 
 
(選任理由) 
当社の環境安全部長等を務め、当社業務における豊富
な知識・経験を有しており、東亜テックス株式会社の
代表取締役としての経営全般の知見を活かし、当社の
事業発展に向けた監査機能を十分に発揮いただけるも
のと判断し、監査等委員である取締役の候補者としま
した。 

478株 

  
 (注) 1. 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2. 監査等委員である取締役の候補者 小川 宗一氏と当社は、会社法第427
条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任
限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令の定める額であります。 

3. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、監査等委員である取締役の候補者 小川 宗一氏が監査等委員
である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2022
年４月に当該保険契約を更新する予定であります。なお、当該保険契約
の内容の概要は、事業報告「4.（5）役員等賠償責任保険契約の概要等」
(17頁）に記載のとおりであります。 

4. 候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2021年３月31日）現在の株
式数を記載しております。また、当社社員持株会における本人持分を含
めて記載しております。 
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  第４号議案 役員賞与の支給の件 

当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）４名に対し、当

期の業績等を勘案して、役員賞与総額6,800千円を支給することといたした

いと存じます。 

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の業績向上に対する

意識を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役（監

査等委員である取締役を除く）に対して業績連動報酬等として賞与を支給

することを方針としており、その算定の基礎として連結営業利益、連結当

期純利益、石油精製設備および発電設備の操業状況等の事業実績を業績指

標として選定しております。 

本議案であります取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する賞

与支給は、当該方針に沿って決定しているため、相当なものであると判断

しております。 

なお、各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する支給金額は、

取締役会の決定によることとしたいと存じます。 
 

以 上 
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〈メ モ 欄〉 
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